
第１３章 衛生指導課 

 

１ 食品衛生対策の推進 

（１）食品衛生の現状 

   近年、共働き世帯や高齢者の単身世帯の増加を背景に、調理食品、外食・中食への需要の拡大など食

へのニーズは変化している。 

これらの食を取り巻く様々な環境変化への総合的な対応を図るべく、平成３０年６月１３日に食品衛

生法等の一部を改正する法律が公布され、HACCP に沿った衛生管理の制度化、食品営業許可業種の見直

し、営業届出制度の創設等が段階的に施行され、令和３年６月１日に完全施行された。 

県は、食品衛生法改正に係る新たな制度に対応するため、食品衛生法施行条例等を改正するなどの制

度面を整備するとともに、食品等事業者への各種広報による周知やHACCPに沿った衛生管理について指

導・助言を行っている。 

また、関係部局で構成する「千葉県食の安全・安心対策会議」を通じて生産から消費に至る総合的な

施策の推進や、消費者や生産者、事業者等で構成する「千葉県食品等安全・安心協議会」において情報

や意見を求める等、県民の視点に立った食品の安全確保対策に努めてきた。 

食品等事業者への監視指導については、国が示した指針に基づき、県内における食品等の生産、製造、

加工、輸入、流通、販売等の実情や過去の食中毒発生状況等を踏まえ、毎年度、千葉県食品衛生監視指

導計画を定め、食品営業施設の効果的な監視指導や食品等の検査を実施している。 

さらに、平成２３年３月に発生した東日本大震災に伴う原子力発電所の事故以降、市場流通食品の放

射性物質の検査を継続して実施している。 

食品等事業者による自主管理体制の推進については、食品衛生管理者、食品衛生責任者、知事が委嘱

した食品衛生推進員及び（公社）千葉県食品衛生協会長が委嘱した食品衛生指導員に対する衛生教育を

通じて、自主衛生管理に必要な知識の普及啓発を図っている。 

食品表示は、消費者が食品を選択する際の重要な情報源であることから、事業者に対して監視指導を

行うとともに、消費者からの相談対応を行っている。 

 

（２）食品衛生監視事業 

県内１３保健所及び３食肉衛生検査所の食品衛生監視員が食品営業施設等に対する監視指導を計画的

に実施した。 

ア 食品営業施設の状況 

令和５年度末で、食品営業許可施設は48,885 施設、食品営業届出施設は19,815施設となっている。

（表１のとおり） 

イ 食品営業施設監視状況    

食品営業施設の監視指導は、保健所の健康生活支援課又は生活衛生課、食品機動監視課及び食肉衛

生検査所の食品衛生監視員が連携し、施設の立入検査や食品等の収去検査を実施している。 



        監視指導の実施に関しては、平成１６年度から、毎年度、千葉県食品衛生監視指導計画を策定し、

      施設の種類や取り扱う食品の種類等により分類し、監視指導の重要度を踏まえて監視指導の頻度を

      定めるなど、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を図っている。（表２のとおり）

　　　　特に、食品の多様化及び流通の広域化等に対応するため、大規模な製造、調理等を行う施設に

　　　対しては、食品機動監視課により、製造等の管理、記録の作成・保存、表示事項等について重点

　　　的な監視指導を実施している。

　表１　食品営業施設の施設数及び監視件数（令和５年度）

営業施設数 64,570 63,859 53,655 50,385 48,885

監視施設数 36,027 13,213 10,914 9,911 9,624

営業施設数 - - 14,934 18,971 19,815

監視施設数 - - 4,236 1,370 1,617

注）千葉市、船橋市、柏市を除く。

　　営業届出は令和３年６月１日から制度化された。

監視分類 項目 計

施 設 数 1,231

監 視 件 数 1,108

施 設 数 4,149

監 視 件 数 1,755

施 設 数 42,329

監 視 件 数 6,631

施 設 数 1,176

監 視 件 数 130

施 設 数 48,885

監 視 件 数 9,624

合計

主な対象施設

地方公設市場
大規模食品製造施設
大規模飲食店
大規模集団給食施設
指定成分等含有食品の製造加工施設　など

調理製造場を有する大型スーパー
と畜場、食鳥処理場及び付帯する食肉処理施設等
野生鳥獣（いのしし又は鹿）に係る食肉処理施設
生食用食肉取扱施設
ふぐ営業認証施設
器具・容器包装製造施設　など

魚介類販売業、食肉販売業
自動車を利用して行う営業
屋台、露店等及び臨時施設での飲食店営業　など

自動販売機による営業許可施設　など

　表２　令和５年度　監視分類別営業許可施設の監視状況

製造業等監視

重点監視

定期監視

その他の監視

許可施設

届出施設

5
　　　　　　　　　　　　年度別
許可届出の別

4元 2 3



ウ 行政処分 

令和５年度の食品営業施設に対する行政処分は、７件であり、飲食店営業等を原因施設とする食中

毒（法第６条第３号違反）によるものであった。 

エ 衛生教育 

近年は多種多様の食品が流通しており、食品衛生知識の向上は、食品営業者のみならず消費者に  

とっても食品による事故防止の観点から不可欠である。 

このため、食品の取扱いなどの食品衛生管理に係る知識について、講習会等を通じて普及啓発を  

行った。その状況は表３のとおりである。 

表３ 令和５年度衛生教育実施状況 

営       業        者 消  費  者 合   計 

回     数 受  講  者  数 

回数 受講者数 回数 受講者数 保健所等 (公社)千葉県食

品衛生協会委託 

保健所等 (公社)千葉県食

品衛生協会委託 

217 46 18,350 2,364 9 362 272 21,076 

オ 製菓衛生師 

製菓衛生師の試験を、製菓衛生師法に基づき毎年実施しており、令和５年度は１０月２８日に実施

し、出願者数１４０名、受験者数１２３名、合格者数９６名、合格率７８．０％であった。 

 

（３）食品衛生検査 

食品等の収去検査 

食品衛生法に基づき収去した食品等の検査を、県下９検査機関（７保健所、衛生研究所、東総食肉   

衛生検査所）及び登録検査機関（千葉県薬剤師会検査センターへの外部委託）で実施した。 

令和５年度の収去等による食品検査検体数は２，４９８検体（表４）で、うち違反食品は４検体で

あった。 



表４　収去等による食品検査の事業別検査項目等一覧 （令和５年度）

検体数 項目数 検体数 項目数

県産農産物（野菜・果実） 残留農薬 67 13,400 0 0 67 13,400

県産生落花生 真菌、アフラトキシン 3 6 3 3 3 3

県産養殖魚介類 総水銀、動物用医薬品等 3 186 0 0 3 186

県産あさり PCB、総水銀、カドミウム等 2 10 0 0 2 10

県産岩かき ノロウイルス、細菌、貝毒 3 20 3 14 3 6

県産鶏卵 サルモネラ、動物用医薬品等 20 920 20 20 20 900

県産はちみつ 動物用医薬品等 11 451 0 0 11 451

牛肉 30 380 0 0 30 380

豚肉 162 2,268 0 0 162 2,268

鶏肉 18 234 0 0 18 234

輸入水産物 総水銀、動物用医薬品等 20 1,000 0 0 20 1,000

輸入食肉 動物用医薬品等 30 1,830 0 0 30 1,830

冷凍野菜果実 39 7,301 0 0 39 7,301

農産物加工品 40 7,053 0 0 40 7,053

冷凍加工品（ポテト・豆） 30 5,936 0 0 30 5,936

かんきつ類 防ばい剤 6 24 0 0 6 24

ナッツ類・乾燥果実 アフラトキシン 20 20 0 0 20 20

小麦加工品 16 64 0 0 16 64

大豆加工品 8 30 0 0 8 30

米加工品 16 48 0 0 16 48

生鮮ばれいしょ 8 32 0 0 8 32

パパイヤの果実及び加工品 4 12 0 0 4 12

トウモロコシ加工品 16 32 0 0 16 32

牛乳 アフラトキシン 8 8 0 0 8 8

ふぐ（筋肉部） ふぐ毒 4 4 0 0 4 4

アレルギー物質対象食品 アレルギー物質 72 80 0 0 72 80

放射性物質検査 市場流通食品等 放射性セシウム１３４及び１３７ 330 660 0 0 330 660

986 42,009 26 37 986 41,972

加工食品等 添加物、細菌等 582 3,704 376 1,209 582 2,495

食品添加物 食品添加物規格試験 14 132 2 2 14 130

容器包装 溶出試験 4 26 0 0 4 26

割り箸 防腐剤、防カビ剤、亜硫酸等 4 20 0 0 4 20

604 3,882 378 1,211 604 2,671

加工食品等 添加物、細菌等 710 3,903 710 3,903 0 0

牛乳等 規格検査 36 145 36 73 18 72

746 4,048 746 3,976 18 72

食肉衛生検査 豚肉 動物用医薬品等 162 162 0 0 162 162

162 162 0 0 162 162

2,498 50,101 1,150 5,224 1,770 44,877　　　　　全検査機関　　合　　　　　計

加工食品調査

組換え遺伝子

小　　　　　計

収
去
検
査

公
設
等

公設等卸売市場等

小　　　　　計

収
去
計
画

保
健
所

保健所実施収去検査

小　　　　　計

計
画
検
査

食
肉
収
去 小　　　　　計

細菌検査 理化学検査

食
品
化
学
検
査

農産物安全対策調査

水産物安全対策調査

畜産物安全対策調査
残留農薬、動物用医薬品
等

輸入食品調査 残留農薬

　　　　　　検体名及び項目名

　　事業名
対象検体 主な検査項目 検体数 項目数



（４）食中毒        

ア 食中毒発生状況       

  表５ 年間の発生状況及び各行事間における発生状況（令和５年：千葉県）  

       期間 

件数等 
年間 

６月１日～９月３０日 １２月１日～１２月３１日  国外扱い 

食品衛生夏期対策期間 年末の食品安全推進月間  （別掲） 

発 生 件 数 20(12) 4  (2) 2 (1)  0 

患 者 数 245(210) 34  (28) 75 (51)  0  

死 者 数 0(0) 0  (0) 0 (0)  0  

１件当たりの患者数 12.3(17.5)   8.5 (14) 37.5 (51)  0.0  

１ ０ 万 対 罹 患 率 3.9        

   （    ）３市を除く県内     

         

  表６ 過去１０年間の発生状況（令和５年：千葉県）    

  件数等 

年 
発生件数 患者数 死者数 

１件当たり 

の患者数 

*10万対  

罹患率 

 国外扱い（別掲載） 

 件数 患者数 

H26 44 674 0 15.3 10.9  0 0 

H27 33 624 0 18.9 10.0  0 0 

H28 34 640 5 18.8 10.3  0 0 

H29 31 688 0 22.2 11.0  0 0 

H30 27 252 0 9.3 4.0  0 0 

R1 36 750 0 20.8 11.9  0 0 

R2 21 212 0 10.1 3.4  0 0 

R3 16 116 0 7.3 1.8  0 0 

R4 28 340 0 12.1 5.4  0 0 

R5 20 245 0 12.3 3.9  0 0 

平均 29 454.1 0 15.7 7.3  0 0 

         

   *総人口数は各年 10月 1日現在    

 

イ 食中毒予防対策 

例年、食中毒が多発する夏期（６月～９月）に「食中毒警報等発令要領」に基づき食中毒注意報又

は食中毒警報を発令し、食品営業者及び広く消費者に対し食品の取扱い等の食品衛生に関する注意を 

喚起している。 

・食中毒注意報：６月１日から７月１２日まで（４２日間） 

・食中毒警報 ：７月１３日から９月３０日まで（８０日間） 

ウ ふぐ毒による危害防止 

ふぐ処理師試験及び認定講習会（他都府県の免許を取得している者で千葉県の免許を取得しようと

する者のための講習会）を、ふぐの取扱い等に関する条例に基づき毎年実施しており、令和５年度は、

ふぐ処理師試験は１０月６日（学科）及び１０月１４日（実技）に実施し、出願者数５２名、受験者

数４９名、合格者数３６名、合格率７３．５％であった。なお、近年、国から全国的にふぐを処理す

る者の知識及び技術の平準化や資格者の受入れ促進等が求められ、令和５年度からは試験制度の見直

しを行い、認定講習会を廃止した。 

また、ふぐ処理師数及び認証営業施設数は表７のとおりである。 



表７ ふぐ処理師数及び認証施設数 

        年度 

項目 
３ 年度 ４ 年度 ５ 年度 

ふぐ処理師数 3,540 3,563  3,663 

認証営業施設数 447 417  444 

注） 認証営業施設数：千葉市、船橋市、柏市を除く。 

 

（５）牛乳衛生 

乳類処理施設及び乳製品製造施設について、監視指導と収去検査を実施し、施設の衛生及び製品の品

質向上を図った。 

なお、令和５年度における乳処理量については表８のとおりである。 

表８ 乳処理量（キロリットル） 

 
無殺菌乳 

殺菌乳 
計 

63～65℃ 75℃以上 瞬間 

特別牛乳 0 0   0 

牛乳  1,734 10,671 114,401 126,806 

低脂肪牛乳  0 1,659 0 1,659 

加
工
乳 

乳脂肪分 3%以上  0 0 116 116 

乳脂肪分 3%未満  0 0 114 114 

その他の乳  0 0 66 66 

注）千葉市、船橋市、柏市を除く。 

 

（６）と畜衛生 

ア と畜検査体制の強化及びと畜場の整備等 

と畜場管理者等に対し、獣畜をとさつ又は解体する場合の処理基準を確実に履行するよう研修会等

で啓発を行い、と畜検査体制の強化を図った。また、県内には５と畜場が存在するが、各食肉衛生   

検査所において、管轄のと畜場に対し、自主的な衛生管理について指導・助言等を行った。 

なお、年度別と畜頭数及び行政処分頭数は、表９及び表１０のとおりである。 

表９ 年度別と畜頭数の推移 

畜種 

年度 
牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 計 

R3 21,720 672 2 886,135 29 40 908,598 

R4 23,466 924 1 876,378 29 63 900,861 

R5 24,316 960 0 861,398 49 14 886,737 

表１０ と畜検査による行政処分頭数(令和５年度) 

畜種 

処分別 
牛 とく 馬 豚 めん羊 山 羊 計 

とさつ禁止 0 0 0 0 0 0 0 

解体禁止 0 0 0 0 0 0 0 

全部廃棄 328 2 0 893 0 0 1,223 

一部廃棄 11,117 557 0 664,763 8 1 676,446 

場外とさつ:0頭 



イ ＢＳＥ対策  

平成１３年１０月１８日から、食用として処理される全ての牛を対象としたＢＳＥスクリーニング

検査を実施してきたが、国際的にＢＳＥ清浄国と認定され、国がＢＳＥ検査対象月齢を見直したこと

から、平成２５年７月１日からは４８ヶ月齢超の牛を対象としたＢＳＥスクリーニング検査を実施 

してきた。さらに、国内外のリスクが大きく低下したこと等を踏まえ、平成２９年４月１日からは、

健康牛に係る検査は廃止され、生後２４ヶ月齢以上の牛のうち、生体検査において、原因不明の運動

障害、知覚障害、反射異常、意識障害等の何らかの神経症状又は全身症状を示す牛についてＢＳＥ  

スクリーニング検査を実施している。また、と畜場の管理者等に対し、牛の食肉処理に当たっては、

特定部位による枝肉や食用に供する内臓などへの汚染防止について指導を行った。 

なお、平成１３年１０月から令和６年３月末までの検査頭数は３６２，４９０頭であり、     

スクリーニング検査で陽性となった７頭は国立感染症研究所で確認検査を行った結果、いずれも陰性

と判定された。 

 

（７）食鳥肉衛生 

食鳥肉の衛生を確保するため、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づいて一羽 

ごとの検査を行っている。 

令和５年度の食鳥処理事業許可件数は、年間処理羽数が３０万羽を超える施設が１件、３０万羽以下

の施設が１１件であり、届出食肉販売業の届出件数は０件であった。 

令和５年度の食鳥検査羽数は１，３５７，５５７羽（ブロイラーのみ）、食鳥確認羽数は       

２９４，３６６羽（ブロイラー５８，６２５羽、成鶏２３５，７４１羽、その他０羽）である。 

注）千葉市、船橋市、柏市を除く。 

 

（８）食品安全推進事業 

食品等の安全・安心の確保について、関係者の責務と役割を明らかにするとともに、施策を総合的に

推進することにより、県民の健康を保護し、安心できる生活の確保に寄与することを目的とした   

「千葉県食品等の安全・安心の確保に関する条例」が平成１８年４月１日から施行され、平成１９年３

月に、生産から消費に至る施策を実施するための方向性を示す「千葉県食品等の安全・安心の確保に関

する基本方針」を策定した。 

令和３年６月１日から食品衛生法及び食品表示法に違反し、又は違反するおそれがある食品について、

事業者が食品等の自主回収を行った場合、届出をすることが義務化され、令和５年度に県が受理した届

出は５１件であった。 

リスクコミュニケーションは、食品等の安全・安心の確保のため関係者が情報や意見の交換を行うも 

のであるが、令和５年度は、大学生等を対象に「最近の食品衛生事情について」「正しい手洗いできてい

ますか？」と題し、講義及び実習を行った。また、イオンリテール株式会社及び船橋市と協力の上、   

イオンモール船橋で県内小学校に通う３年生～６年生の児童とその保護者を対象に「食の安全に関する

講義」や「スーパー部門のバックヤード見学」、「手洗い教室」等を行った。 

啓発事業として、消費者や食品関連事業者が開催する講習会に出向き、食品衛生の講義、手洗い等の

体験事業を行う、「ちば食の安全・安心出前講座」事業を２１回、６６０人を対象に実施した。 

なお、庁内関係部局で構成される「千葉県食の安全・安心対策会議」において、食品の生産から製造・

加工、流通、消費に至る一貫した対策を推進するとともに、緊急を要する事案の発生時は関係部局と連

携の上、迅速に対応することとしている。 

 

 

２ 生活衛生対策の推進 



（１）生活衛生関係営業 

ア 生活衛生関係営業施設の推移 

表１ 生活衛生関係営業施設 

  業   

  種 

 

年 

度 

別 

興行場 旅 館 

一般

公衆

浴場 

その他の 

公衆浴場 
理 

容 

所 

美 
容 

所 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所 

計 

映

画

館 

そ

の

他 

旅
館
・
ホ
テ
ル 

簡

易

宿

所 

下 
 

 

宿 

施
設
（
再
掲
） 

季
節
的
宿
泊 

個
室
付
浴
場 

そ

の

他 

洗
い
・
仕
上
げ 

取 

次 

所 

R3 22 85 1,042 979 2 153 23 4 619 3,344 6,812 673 1,180 14､785 

R4 22 85 1,025 1,098 2 136 21 4 610 3,304 6,938 634 1,135 14,878 

R5 22 86 1,030 1,277 2 125 19 4 609 3,253 7,048 616 1,044 15,010 

注）千葉市、船橋市、柏市を除く。興行場には仮設興行場は含まない。 

イ 生活衛生関係営業に対する監視状況 

生活衛生関係営業施設の衛生措置基準を遵守させ、衛生水準の向上を図るため、立入検査及び調査

指導を行っている。立入検査は､「環境衛生関係営業施設監視指導実施要領」に基づき実施している。 

今後も環境衛生監視員の研修等による知識の向上を図るとともに科学的な検査方法を導入し、効果

的かつ合理的な監視を行っていく。 監視施設数及び監視率は表２のとおりである。 

 

表２ 監視施設数及び監視率 

 
興行場 旅館 公衆浴場 理容所 美容所 

クリーニング

所 
計 

R3 

施設数 107 2,023 646 3,344 6,812 1,853 14,785 

監視数 56 730 292 263 290 140 1,771 

監視率(%) 52 36 45 8 4 8 12 

R4 

施設数 107 2,125 635 3,304 6,938 1,769 14,878 

監視数 75 973 450 597 824 448 3,367 

監視率(%) 70 46 71 18m 12 25 23 

R5 

施設数 108 2,309 632 3,253 7,048 1,660 15,010 

監視数 77 901 419 652 1,213 563 3,825 

監視率(%) 71 39 66 20 17 34 26 

注）千葉市、船橋市、柏市を除く。 

ウ 生活衛生関係営業の現状 

（ア）公衆浴場 

公衆浴場は、物価統制令第４条の規定により入浴料金が統制額として指定されている一般公衆 

浴場(銭湯等)とその他の公衆浴場（いわゆるスーパー銭湯やサウナ風呂、砂風呂、個室付浴場及び

スポーツ施設又は老人福祉施設に附帯して設けられる浴場等）に大別される。 

ａ 一般公衆浴場 

一般公衆浴場は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なもので、営業場所に関して 

他の業種には規定の無い距離制限がある。 

入浴料金は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令に基づき、知事が定めることと

されている。 



一般公衆浴場の経営の安定化を図るため、経常赤字の施設に対し、用水、燃料及び光熱に係る

経費の１／２の額(２５万円を限度とする。)を補助している。 

表３ 一般公衆浴場施設（千葉市、船橋市、柏市を含む） 

 

 

 

 

 

ｂ その他の公衆浴場 

各市町村営の老人福祉センター、ゴルフ場及びスポーツ施設等の附帯設備としての公衆浴場や

いわゆるスーパー銭湯がこれにあたるが、その施設数は近年横ばい傾向である。 

（イ）旅館 

旅館は、旅館業法により旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業に区分されている。 

このうち、季節的に利用される施設にあっては、旅館業法施行令により特例として施設基準の 

一部を緩和する措置がとられており、本県では海水浴客等の利用施設として、その大部分が簡易  

宿所営業に分類される。なお、いわゆる「民泊」については住宅宿泊事業として別に分類されてい

る。 

（ウ）興行場 

興行場としては、映画館、劇場、スポ―ツ施設、その他市民会館等がある。このうち映画館は、

テレビやホームビデオの普及、娯楽の多様化等により減少していたが、最近では、ショッピング   

センター等に併設されたミニシアターやシネマコンプレックス等新しい形態の施設が増加してきて

いる。 

（エ）理容、美容 

 近年、理容所及び美容所は、カット専門店の出現やまつ毛エクステンションの流行などにより  

営業形態が多様化することで、新たな衛生措置が必要とされる状況が生じた。このため、平成２２

年１２月に「理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部を改正する条例」を公布し、洗髪設備

及び洗顔設備の設置義務の規制を加え、公衆衛生の向上を図ったところである。 

（オ）クリーニング 

クリーニング所は、洗たく物の処理を行うクリーニング所と洗たく物の受取及び引渡しのみを 

行う取次所がある。また、消費者保護の観点からクリーニング業法が平成１６年４月１６日に改正

され、店舗を設けずに取次業を行う無店舗取次店について都道府県知事に届け出ることが義務づけ

られた。 

クリーニング業法に基づくクリーニング師試験は、毎年度１回実施しており、令和５年度は  

令和６年１月２３日に実施し、出願者数２０９名、受験者１９３名、合格者８７名、合格率４５．

１％であった。 

 

（２）生活衛生関係営業の育成指導 

生活衛生関係営業は、その大部分が零細企業であり過当競争も生じてきているところから、経営は  

必ずしも安定しているとはいえない。したがって、その経営基盤を安定させ、一定の衛生水準を確保  

させる必要があり、次のような経営指導に努めている。 

ア 生活衛生同業組合の育成指導 

生活衛生同業組合は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき知事の  

認可を受けており、本県では１３業種(理容、美容、クリーニング、興行、公衆浴場、旅館、麺類、    

氷雪販売、食肉、すし商、中華料理、料理及び飲食)の各組合が認可されている。    

  年  度     施  設  数 対前年度増減数 

R3 

 

41 △3 

R4 

 

38 △3 

R5 34 △4 



イ 公益財団法人千葉県生活衛生営業指導センターの業務 

(公財)千葉県生活衛生営業指導センターは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法

律」に基づき、昭和５７年３月２６日に知事の指定を受け、同年４月１日から事業を開始した。 

令和５年度の主な事業は、次のとおりである。 

（ア）生活衛生関係営業施設の衛生水準の確保及び改善向上並びに経営の健全化についての相談指導を

行った。(１８８件) 

（イ）生活衛生関係営業者に対し、講習会、講演会等を開催した。 

（ウ）広報誌（広報機関誌名「生活衛生ちば」）を電子情報化し、平成２７年 7月からホームページ上に

「生活衛生ちば」のメニューを追加した。 

（エ）標準営業約款の登録事業は、昭和５８年３月クリーニング業、昭和５９年１０月理容業及び   

美容業がそれぞれ厚生労働大臣からその約款が認可されたことに伴い、クリーニング業は昭和 

５９年２月から、理容業及び美容業は昭和６０年１１月から約款に基づく登録を行っている。 

また、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業に係る標準営業約款の登録が平成１７年１１月から

開始された。 

 

（３）化製場等 

本県の化製場、死亡獣畜取扱場、化製場類似施設、動物の飼養・収容の施設は表４のとおりである。 

表４ 化製場等施設数 

      施設 

年度 
  化 製 場 

 死 亡 獣 畜 

 取  扱  場 

  第８条 準 用 施 設   畜 舎・家 き ん 舎 

  製造施設  貯蔵施設  畜  舎  家きん舎 

R3 4 3 6 0 205 9 

R4 4 3 6 0 210 9 

R5 4 3 6 0 206 9 

注）千葉市、船橋市、柏市を除く。 

第 8条準用施設とは、魚介類又は鳥類を原料とする肥料・飼料の製造及び貯蔵施設(化製場類似施設) 

 

（４）特定建築物の衛生管理等 

ア  特定建築物の衛生管理 

（ア）特定建築物及び立入検査 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、建築物の用途(百貨店、店舗、事務所等)

及び延べ面積(３，０００㎡以上(学校８，０００㎡以上))により定められた特定建築物については、

空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除等の総合的な維持管理をその所有者

等に義務づけている。 

また、管理の徹底を図るため「千葉県特定建築物指導要綱」により適正な維持管理の指導を   

行っている。 

令和５年度における届出施設数は１，０８１施設で、４０７施設に対し立入検査を実施した。 

（イ）建築物管理事業者の登録状況 

特定建築物の増加に伴い、所有者等の委託を受けて、ビルの清掃、空気環境の測定等建物の維持

管理を業とする者が増加している。これら事業者の資質の向上を図ることを目的として、昭和 

５５年建築物清掃業などの登録制度が法令に設けられた。 

登録営業所数は、ほぼ横ばいで推移しているところであり、登録業者数及び立入検査状況等は 

表５のとおりである。 

表５ 建築物管理事業登録業者数及び立入状況一覧表 



  区分 

 

 

年度 

建築物 

清掃業 

建築物 

空気環 

境測定 

業 

建築物 

空気調 

和用ﾀﾞｸ 

ﾄ清掃業 

建築物 

飲料水 

水質検 

査業 

建築物 

飲料水 

貯水槽 

清掃業 

建築物 

排水管 

清掃業 

建築物 

ねずみ 

昆虫等 

防除業 

建築物 

環境衛 

生総合 

管理業 

 合 計 

 

立 入 

検 査 

 

立入率 

(％) 

R3 109 20 3 12 167 20 40 45 416 66 16 

R4 108 20 3 11 169 21 37 46 415 132 32 

R5 112 20 3 11 164 22 39 46 417 154 37 

注）千葉市、船橋市、柏市を除く。 

イ 遊泳用プールの衛生管理 

遊泳用プールの指導は、施設の管理状況等の把握及び指導の徹底を図るため、「千葉県遊泳用プール

行政指導指針」に基づき実施している。 

遊泳用プール設置状況は、表６のとおりである。 

表６ 遊泳用プール施設数及び立入状況一覧表  

     区分 

年度 
営 業 用 事 業 用 そ の 他 施 設 総 計 検 査 件 数  立入率 (％) 

R3 304(156)       13(3) 14(0) 331(159) 96(56) 29 

R4 302(156) 13(3) 14(0) 329(159) 206(124) 63 

R5 297(157) 13(3) 14(0) 324(160) 247(137) 76 

注）千葉市、船橋市、柏市を除く。（ ）内は通年プール施設を再掲。 

ウ 住居衛生相談業務 

平成１３年４月から全保健所に相談窓口を設置し、住民からの相談に対して情報提供等を行うと 

ともに、必要に応じて検査機器を用いて空気環境測定を行っている｡ 

令和５年度の相談件数は１６件であり、測定実績は０件であった。 

 

（５）住宅宿泊事業 

   近年、急速に増加している民泊サービスに対し、公衆衛生等の確保、地域住民とのトラブル防止に対

応するため、平成２９年６月１６日に「住宅宿泊事業法」が公布され、平成３０年６月１５日に施行さ

れた。 

   住宅宿泊事業者に対し、届出住宅の衛生や安全の確保、騒音防止のための説明、苦情への対応など、

事業者の業務事項を遵守させ、必要に応じて立入検査を行っている。 

届出住宅数及び立入検査状況は表７のとおりである。 

表７ 住宅宿泊事業届出住宅数及び立入検査状況一覧表 

区分 

年度 
届出住宅数 検査数 

R3 654 15 

R4 684 20 

R5 778 10 

 

 

３ 動物愛護対策の推進  

（１）狂犬病予防 

狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）の趣旨の徹底を図るために、以下の事業を実施した。 

  ア 動物の正しい飼い方推進月間の実施（令和５年６月１日～６月３０日） 

イ 動物による危害防止対策強化月間の実施（令和５年１１月１日～１１月３０日） 



ウ 狂犬病予防・動物愛護管理業務連絡会議及び研修会の開催 

表１ 年度別登録頭数、狂犬病予防注射実施頭数等 

 

  

 

 

  

 

 

（注）千葉市、船橋市、柏市を除く。 

 

（２）動物の愛護管理 

ア 動物取扱業の適正化 

「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和４８年法律第１０５号）に基づき、第一種動物取扱   

業者に対する指導等を実施した。（表２のとおり） 

表２ 第一種動物取扱業の登録、指導等（令和５年度） 

 事業所数 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養 

登録数 2,666 952 1,223 81 245 153 0 12 

立入検査数 997 468 353 49 56 66 0 5 

  （注）千葉市、船橋市、柏市を除く。 

イ 動物愛護思想の普及・啓発 

（ア）犬の正しい飼い方・しつけ方教室 

犬の本能、習性を理解してもらうとともに、家庭犬としての基本的なしつけを体得してもらう  

ため、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室開催要領」に基づき開催した。令和５年度は８回を実施し、

延べ２１名の参加があった。 

（イ）親子体験教室 

小学生とその保護者を対象に、動物の正しい飼い方、安全な接し方、健康管理等について解説  

するとともに、動物愛護センターの施設を利用して、動物愛護について考えてもらう機会としてい

る。 

（ウ）動物愛護教室 

学童等を対象に、動物の愛護及び適正飼養の普及啓発を図るために、学校や地元の勉強会等へ 

講師を派遣した。令和５年度は１０回開催し、子供・成人合わせて２３２名の参加があった。 

（エ）愛犬・愛猫教室 

 犬又は猫の飼育希望者に対して、疾病、育て方、関係法令等に関する講習を行い、正しい    

飼い方の普及・啓発を図った。 

ウ 犬又は猫の譲渡等 

（ア）飼育希望者への犬又は猫の譲渡 

動物愛護センターに収容された犬又は猫を対象に、「犬又はねこ等の譲渡実施要領」に基づき  

実施した。（表３のとおり） 

表３ 犬又は猫の譲渡状況 

年度 申込件数 
譲渡頭数 

犬 猫 

R3 393 520 919 

区分 

    

年度 

登録申請数 登録頭数 注射済票交付 

（新規登録） （原簿保有数） 集合注射 個別注射 計 

R3 16,773 212,616 23,401 127,973 151,374 

R4 16,715 213,706 26,469 124,829 151,298 

R5 20,358 217,269 28,969 121,611 150,580 



R4 373 291 824 

R5 359 223 735 

（イ）飼い主さがしの会・出会いの場事業 

「飼い主探しの会実施要領」に基づき、動物愛護センターにおいて、犬及び猫等の飼養者に対し、

新たな飼い主を探す機会を提供した。（表４のとおり） 

なお、令和２年度から飼い主探しの会は実施せず、愛護センターホームページ上での出会いの場

事業に移行している。 

表４ 飼い主さがしの会・出会いの場事業 

年度 実施回数 譲渡希望件数 譲受希望件数 
決定頭数 

犬 猫 

R3 - 242 234 16 119 

R4 - 375 285 26 117 

R5 - 351 218 12 83 

エ 犬・猫の収容及び処分等 

「狂犬病予防法」及び「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき犬の捕獲を、また   

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、犬・猫の引取り及び負傷犬・猫の収容を実施した。 

令和５年度は、犬６３１頭、猫９７６頭を収容し、返還・譲渡されなかった犬８６頭、猫２４４頭

を殺処分した。 

オ こう傷事故 

犬による人に対するこう傷事故については、令和５年度に２２３件発生があった。このうち、   

登録犬によるものが１９１件、未登録犬によるものが２６件、飼い主不明が６件であった。 

カ 負傷動物の収容 

「動物の愛護及び管理に関する法律」第３６条第１項の規定による負傷動物については、犬５件、猫

２５６件、その他１２件の通報があり、それに基づき犬２頭、猫１８７頭、その他４頭を保護収容した。 

キ 動物による危害発生の防止 

（ア）犬の捕獲 

管理者のいない犬及び係留されていない飼い犬については、「千葉県動物の愛護及び管理に  

関する条例」第２２条の規定により捕獲・抑留し、飼い主が見つからなかった犬は譲渡又は殺処分

とした。 

（イ）多頭飼養の届出状況 

「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」第１４条及び１５条の規定に基づき、動物取扱業者

等を除いて犬又は猫の飼養又は保管数が１つの飼養施設において１０以上となった場合に、   

多頭飼養届出書を受理した。 

表５ 多頭飼養の届出状況（令和５年度） 

 
届出 

施設数 

飼養頭数内訳 
調査件数

合計 

現地調

査件数 

立入 

検査数 
１０～ 

 ３０ 

３１～ 

 ６０ 

６１～ 

 ９０ 

９１～ 

当該年度 41 37 4 0 0 150 41 109 

累計 325 305 19 1 0 

（ウ）特定動物の飼養管理 

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、特定動物の飼養及び保管に関する指導等を  

実施した。 

表６ 特定動物の飼養管理（令和５年度） 



  構造別内訳 動物種別内訳 

おり型

施設等 

擁壁式

施設等 

移動用

施設 

水槽型

施設等 
その他 哺乳綱 鳥綱 爬虫綱 

許可件数 50 2 36 64 1 74 10 69 

立入検査数 25 5 9 19 0    

（注） 千葉市、船橋市、柏市を除く。 

ク 飼い主のいない猫対策事業 

地域における猫による環境問題対策を加速させるとともに、飼い主のいない猫の繁殖を防ぎ、   

猫の殺処分の減少を図るため、市町村が実施する不妊・去勢手術等の取組に係る経費を助成する事業を

実施した。 

令和５年度は計６市町から補助金の交付申請があった。 

ケ 動物の正しい飼い方推進月間の実施（令和５年６月１日～６月３０日） 

動物の適正な飼養及び保管の普及・啓発を図るため、次の事業を実施した。 

（ア）飼い犬の係留指導等 

（イ）家庭動物等の飼養管理指導 

（ウ）野犬等の捕獲 

（エ）こう傷犬の飼養実態調査と指導 

（オ）大型犬飼養実態調査 

（カ）多頭飼養届出施設の調査 

（キ）動物取扱業者の適正化 

（ク）特定動物の飼養施設への立入検査 

（ケ）広報活動 

コ  動物による危害防止対策強化月間の実施（令和５年１１月１日～１１月３０日） 

 動物による危害及び被害の発生を防止するため、次の事業を実施した。 

（ア）大型犬、こう傷事故犬等の飼養実態調査 

（イ）野犬等の捕獲及び飼い犬の係留指導 

（ウ）多頭飼養届出施設の調査 

（エ）特定動物の飼養施設への立ち入り検査 

（オ）広報活動 

サ 動物に関する指導等 

令和５年度における動物による苦情届出は４，１８４件となっており、このうち犬に関するもの  

２，１２０件、猫に関するもの１，８２５件、その他の動物に関するもの２３９件であった。 

動物の飼養に関する指導・助言については９，７１８件実施し、このうち犬に関するもの     

３，９２６件、猫に関するもの５，０６１件、その他の動物に関するもの７３１件であった。 

なお、令和５年度の狂犬病予防事業及び動物愛護管理事業に関する行政措置件数は、口頭説諭   

１，０３９件、始末書１８８件となっている。 

 

４ 養成施設指導監督事業 

平成２６年６月４日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律」（平成２６年法律第５１号）が公布されたことを受け、平成２７年４月１日、理容師

法（昭和２２年法律第２３４号）、美容師法（昭和３２年法律第１６３号）、製菓衛生師法（昭和４１年法

律第１１５号）、食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律が改正され、以下の事務・

権限が国から県に委譲された。 



・理容師・美容師養成施設の指定及び指導に係る事務 

・理容師・美容師養成施設の入学に関する学力認定に係る事務 

・製菓衛生師に係る養成施設の指定等に係る事務・権限 

・食品衛生管理者及び食品衛生監視員の登録養成施設並びに食品衛生管理者の登録講習会の登録等

に係る事務・権限 

・食鳥処理衛生管理者の登録講習会の登録等に係る事務・権限 

   令和４年５月に「愛玩動物看護師法」（令和元年法律第５０号）、「愛玩動物看護師養成所指定規則」（令

和３年１０月２９日号外農林水産省、環境省令第７号）等が施行となり、都道府県知事が愛玩動物看護

師養成所の指定等を行うこととなった。 

 

（１）理容師・美容師養成施設 

ア 施設数（令和６年３月末日時点） 

   

 

 

イ 事務 

 理容師養成施設 美容師養成施設 

新規指定数 － － 

変更承認数 －  

課程設置承認数 －  

同時授業実施承認数 1 1 

課程廃止承認数 － － 

施設廃止承認数 － － 

変更届出数 5 12 

生徒定員変更届出数 － － 

同時授業終了届出数 － － 

指定取消数 － － 

 

ウ 立入調査・指導等 

 理容師養成施設 美容師養成施設 

立入調査数 － 1 

改善指示数 － － 

エ 養成施設の入学に関する学力認定 

 理容師養成施設 美容師養成施設 

認定者数 － － 

 

（２）製菓衛生師養成施設 

ア 施設数（令和６年３月末日時点） 

 製菓衛生師養成施設 

養成施設数 2 

 

 

イ 事務 

 理容師養成施設 美容師養成施設 

養成施設数 3 8 



 製菓衛生師養成施設 

新規指定数 － 

変更承認数 － 

変更届出数 2 

指定取消数 － 

 

ウ 立入調査・指導等 

 製菓衛生師養成施設 

立入調査数       － 

改善指示数 － 

 

（３）食品衛生管理者及び食品衛生監視員の登録養成施設 

ア 施設数（令和６年３月末日時点） 

 食品衛生管理者及び食品衛生監視員 

登録養成施設 

養成施設数 8 

 

イ 事務 

 食品衛生管理者及び食品衛生監視員 

登録養成施設 

新規登録数 － 

変更届出数 8 

登録取消数 － 

 

ウ 立入調査・指導等 

 食品衛生管理者及び食品衛生監視員 

登録養成施設 

立入調査数 1 

改善指示数 － 

 

（４）食品衛生管理者の登録講習会の登録 

県内登録者なし 

 

（５）食鳥処理衛生管理者の登録講習会の登録 

県内登録者なし 

 

（６）愛玩動物看護師養成所 

ア 施設数（令和６年３月末日時点） 

 愛玩動物看護師養成所 

法第３１条校 2 

法附則第２条校 2 

 

イ 事務 



 愛玩動物看護師養成所 

新規指定数 4 

変更承認数 1 

変更届出数 － 

指定取消数 － 

 


